
字社の血液事業の安定化.医療関係者への教育の充実,医療機能評価における
血液製剤の適正使用に関しての指標化.免疫グロブリン製剤の使用動向や遺伝
子組換え製剤の導入後の対応等.血液事業の安定化に向けたさらなる中長期的
課題が提言されているo

検討会としては.これらの課題の中でも.,医学.薬学.看護学等の教育の場
への材料提供や遺伝子組換えアルブミン製剤の医療関係者への適切な情報提供
等.今でも取り組める課題や現時点から意識しておくべき課題から.関係者が
状況に応じて積極的に取組を進めていくことが重要であると考えるo

第5 おわりに -安全で安心な血液事業の将来へ向けて-

本検討会は平成1 4年7月の血液法の公布後の同年8月より検討を重ねてき
たが.その問に.血液事業を進める上での枠組みとして血液法に基づく基本方
針の策定.献血推進計画及び需給計画の毎年度の策定と公表.薬事.食晶衛生
琴議会血液事業部会及び同部会運営妻員会の開催,献血者健康被害救済制度の
運用開始等が行われてきたo またへ血液事業における具体的な対応としては.
国内vCJD患者の発生に伴う欧州滞在歴の問診強化.プラセンタ注射剤に関する

間診強化.保存前白血球除去の導入.初流血除去の導入等が行われ.血液製剤
の安全性の向上がさらに図られているo さらには輸血管理料の導入.合同輸血
療法委員会の活動等を通じて.アルブミン製剤等の適正使用への意識も高まり
つつあるo

これらの対応は血渠分画製剤の製造と供給においても.安全性の一層の向上.
適正使用の推進.透明性.公正性の確保に寄与してきた一方で.献血者の受入
から各種血渠分画製剤の製造.供給に至るまでの経貴を押し上げる要因ともな
つてきたと考えられる.しかしながら.経費の増加.に関しては,献血から製造
.供給に至るまでの流れや安全対策に掛かるコスト等の事実を具体的に説明し
ていくことによって.医療関係者.患者.献血者も含め広く国民の理僻は得ら
れるであろうと考えられる.

血渠分画製剤の安定供給の確保等を含めl血液事業が将来にわたって安定的
に運営されるためには.まず.血渠分画製剤が輸血用血液製剤と同様に献血に
よって得られるヒトの血液を原料とした貴重なものであることの認識の幅広い
共有が必要であるoその上で.輸血用血液製剤の製達.供給体制と合わせた血

液事業全体の将来像を見通しながら,血渠分画製剤の製準体制さらには供給体
制の在り方を絶えず描いていく努力が必要であるo そして現状の評価と将来へ
向けた方向性を検討する際には.血液事業を支える根幹が善意の献血者である
ことを十分意識して.公正性と透明性を持った議論を今後とも重ねていく必要
がある.関係者のこうした弛まぬ努力がl国民の目から見て安全で安心できる
血液事業の実践に繋がるものと期待する.
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